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要約
　本稿では、カンタベリー大権裁判所 Prero
gative Court of Canterbury（PCC）検認記録
の中から体系的な検討が行われていない遺産
目録を検討し、手稿から活字化しケーススタ
ディを行った。
　PCC は最高位の教会裁判所であり、複数
の教区に財産を持つ者は、地域の教会裁判所
ではなく、大権裁判所で遺産目録の検認を受
けた。それらは多くの家財が査定され、様々
な職業の日常を見るのに有用な史料として知
られている。しかし、イギリス国立公文書館
によって索引の整理が続いている段階で、詳
細は分かっていない。
　そこでまず、PCC のブリストル地域の検
認遺産目録数の特定を試みた。そこに遺産目
録を残したブリストル地域の業種の上位は、
商工業者や未亡人であった。その経済的な成

功もうかがえた。
　ケーススタディの結果、奴隷商人やブリス
トルで客死したジャマイカを拠点とする商人
であったことがわかった。PCC の史料から
は、各地域において見られる傾向と異なる
様々な事例が出てくる可能性が高い。
　検認遺産目録を使用して、地域全体を体系
的に分析する場合、PCC の史料を除くと偏
った結果となる可能性がある。とくに18世紀
のイギリスの社会経済を分析する際には、カ
ンタベリー大権裁判所の検認遺産目録を含め
ることが今後必要と思われる。

１ 　はじめに

　本稿では、カンタベリー大権裁判所 Prero
gative Court of Canterbury（以下 PCC）の
検認記録の中からこれまで体系的な検討が行
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われていない遺産目録を取り上げる。その中
からブリストル地域に関係する検認遺産目録
を用いて、まず PCC 検認記録の史料の詳細
を可能な範囲で明らかにし、また手稿から活
字化したのちにケーススタディを行うことに
よってそこに含まれる様々な職業の実像を明
らかにしたい。
　死亡者の動産のリストである検認遺産目録
には家財に関する具体名や価値が記載される
ため、それを分析すれば当時の生活の実態に
ついて多くの情報が得られるのではないかと
考えられてきた。しかし、史料としての問題
点も指摘され、今日まで議論が続いている（1）。
一方、地方の記録協会などによる検認遺産目
録の活字化・出版は盛んに行われている。そ
こで本稿では、史料としての有用性や問題点
を考えるとともに、手稿の活字化も平行して
行い、PCC の検認遺産目録の史料としての
特徴や各職業の詳細を見てみたい。
　PCC は、ヨーク大権裁判所と並んで、イ
ングランド・ウェールズで最高位の教会裁判
所である。イングランド・ウェールズにおい
て複数の教区に財産を持つ者は、それぞれの
地域の教会裁判所ではなく、大権裁判所にて
検認を受けることになっていた。そのため、
それらの遺産目録は総額が大きく、多くの家
財が査定され、様々な職業の日常や生活様式
を見るのに有用な史料として知られている。
PCC の検認遺産目録については、その重要
性がこれまでも指摘されてきた。日本では中
間層の研究で知られるジョナサン・バリーは
それぞれの職業における最も富んだ人々の遺
産目録が PCC に含まれると指摘している（2）。
また、先行研究にも PCC の遺産目録が数例
収録された場合もある。ブリストルに関して
は J・ムーアのグロスタシャー地域全域の検
認遺産目録集に 6 例 の PCC の検認遺産目録
が活字化され収録されている（3）。
　にもかかわらず、イギリスにおいても PCC
の検認記録を体系的に検討した研究はまだ見
られず、とくにそこに含まれる検認遺産目録

については現在までその全容の解明には至っ
ていない。現在、PCC の検認遺産目録はイギ
リス国立公文書館 The National Archives（以
下 TNA） に 所 蔵 さ れ、PROB ２ 、 3 、 4 、
5 と31、32の各シリーズに含まれる史料が番
号付けされ整理されている（4）。PROB ２ から
5 までのシリーズは、文書の番号の整理だけ
は終わっているが、遺産目録の総数でさえい
まだに分かっていない。各シリーズにはイン
グランド各地域の遺産目録が順不同で含まれ
ており、一つの地域の遺産目録を整理しよう
にも、まず索引を作る必要がある。しかし、
TNA の PROB シリーズの索引には、現在ま
だ史料の整理が続いており、最新の整理状況
はオンラインのカタログで確認が必要な旨が
冒頭に記載されている（5）。そのような現状で
の各地域の索引作成は非常に困難である。ま
た、PROB 31シリーズを調査したところ、未
整理の教会文書の束であり、遺産目録だけで
はなく、遺言書 will、信託宣言書 declaration 
of trust、遺言補足書 codicil、遺産管理者証
書 administration bond などさまざまな文書
が複数人ごとに雑多に含まれていることが分
かった。その中から一つ一つ検認遺産目録を
確認する作業が必要となり膨大な時間を要す
る。例えば、PCC の中のケント州に関係す
る検認遺産目録の索引は出版されているが、
それにつづく研究書や遺産目録集は出ていな
い。索引を作成するだけでも一研究者の一生
分の作業量といっても過言ではなく、それが
PCC 検認記録の体系的研究を妨げている一
要因でもある。
　幸い、ブリストル地域の PCC の検認遺産
目録については、遺産目録研究の第一人者の
ひとり、J・ムーアが索引の作成を続けている。
今回はその未刊行の索引の提供を受け、それ
をもとに TNA にて史料調査を行うことがで
きた（6）。また平行して PROB 31シリーズの教
会文書の束から可能な範囲で検認遺産目録を
選び出す作業を行った。ただ1997年に PCC
検認記録に関する解説書が Public Record 
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Office（現 TNA）より出版されて以来、そ
れを解説する刊行物や全体を扱った研究がな
いことからも分かるとおり、本稿のみで
PCC の検認遺産目録の全容を解明すること
は到底できない。
　そこで本稿では、まず現在確認されている
範囲で PCC の中のブリストル地域の検認遺
産目録から職業の一覧を作成する。それによ
りどのような人々が PCC で検認を受けたの
かを明らかにしたい。くわえて史料の内容だ
けではなくフォーマットやサイズにも触れ、
PCC 検認記録自体の特徴にも言及する。そ
れをもって PCC 検認記録の基礎研究の一つ
として今後の研究に役立てたい。つづいて
PCC の検認遺産目録から、ブリストル地域
で 最 大 の 職 業 グ ル ー プ で あ る マ リ ナ ー 
mariner １ 例 と 食 料・ 酒 類 販 売 業 者 
victualler １ 例にくわえて職業不明の １ 例を
選出し、手稿を活字化したのちにケーススタ
ディを行う。検認遺産目録の出版はイギリス
の各記録協会などによって盛んに行われてお
り、手稿の活字化は基礎史料作成の観点から
も重要な研究手法である。また、事例研究を
通じて、PCC に残された検認遺産目録の傾
向を見るとともに、そこで検認を受けた人々
がどのような背景を持ち、どのような生活を
送っていたのかを具体的に検討する。PCC
の検認遺産目録の詳細を明らかにすることに
くわえて、国際商業網や奴隷貿易を通じて発
展した海港都市ブリストルの経済活動の担い
手の実像にも迫りたい。

２ 　カンタベリー大権裁判所検認記録

⑴　イギリス検認遺産目録
　検認行為は、まず教会裁判所で遺言書を作
成し、指定遺言執行者 exector の立ち会いの
もとで有効となった。教会裁判所は、それぞ
れの教区の司祭によって統制されていた。そ
れらの裁判所は、1858年 １ 月11日にイングラ
ンド・ウェールズにおける遺言検認・遺産管

理が高等法院家事部 Principal Registry of 
the Family Division of the High Court of 
Justice に移管されるまで、検認に関する法
令によって維持されたが（7）、その権限はそれ
ぞれの教区でしか通用しなかった。
　もし死亡者が、居住地の教区外に動産や財
産を所有していた場合、教区裁判所は指定遺
言執行者などの証人を呼び調査を行う権利は
な か っ た。 そ れ ら の 遺 言 書 は、 管 区
Ecclesiastical Province のすべての教区を管
轄している教会裁判所、すなわち大権裁判所
Prerogative Court で検認を受け公開されね
ばならなかった（8）。イングランドにはカンタ
ベリーとヨークに大権裁判所があった。つま
り、複数教区に財産があったもっとも高額の
検認遺産目録は、一部のコピーを除いては各
地域の教区には残らず、大権裁判所の検認記
録に残っている可能性が極めて高い。ブリス
ト ル 地 域 は、 カ ン タ ベ リ ー 教 会 管 区
Ecclesiastical Province of Canterbury の 中
にあり、仮にそこに関係するすべての遺産目
録を調査する場合、PCC の検認記録も見な
ければならない。しかし、TNA所蔵の史料は、
特に PROB 31シリーズ以降は番号付けが行
われただけで、ほぼ未整理と言ってもよい状
態である。それぞれの地域に関係する PCC
検認記録を十分に分析できないことが、イギ
リスの社会経済史的背景を体系的に分析する
史料として検認遺産目録が疑問視されてきた
理由の一つとも言える。
　史料としての検認遺産目録の問題点を挙げ
れば以下のとおりである。まず、死亡時に作
成されたものであるので年齢が比較的高齢に
偏っている可能性がある点である。たしかに
消費のライフサイクルと関わるので慎重な判
断が必要となるが、これについては検認遺産
目録を死亡した本人のものとみなすか、それ
とも家族全体のものとみるかで見方が異なっ
てくる。例えば、ブリストルの酒類・食料品
販売業者 victualler であった John Saunders
の検認遺産目録には、家族や使用人が使った
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と思われる部屋が多く記録されている（9）。そ
う考えると検認遺産目録には、家族単位で若
年層をはじめ幅広い年齢層の所有物が含まれ
ているとも考えられる。次に、M・オバート
ンが指摘するように財産を残した家計や階層
に偏る傾向も考えられるが（10）、総額が低く、
また借金を主に記録した検認遺産目録もみら
れるので一概にそうは言えない（11）。オバー
トンによるケントとコーンウォールの研究で
は10％の富裕層と、40％の貧困層が遺産目録
には含まれず、残りの人口の50％あまりをカ
バーしていると推計されている（12）。しかし、
貧困層については総額が低いものを選んで分
析が可能であるし、富裕層は PCC の検認遺
産目録によって史料の偏在を補うことができ
る。
　M・スパフォドは、遺漏の可能性や総数の
未確定、また品目の価格や査定の正確性への
疑問などから、とくに農業地帯における遺産
目録は史料として耐えうるのかという問題提
起を行っている（13）。それに対しては、査定
方法という観点から見れば、その内容の正確
性はさほど低くないとの見方も可能である。
とくに商工業者の遺産目録については、査定
人 appraiser には死亡者と同じ職業の者が専
門家として呼ばれ、また債権者がなった事例
も多い（14）。特に債権者はそれぞれの品目の
査定を厳密に行ったと考えられる。また、指
定遺言執行者は、死亡者の借金返済のため動
産を売る必要があり、遺産目録の査定人を任
命する際、「当座でその商品がどれくらいの
価格で売れるのか」にしたがって動産を見積
もるように求めた（15）。だとすれば、査定額
もある程度は時々の実勢価格を反映していた
と考えられる。ただし価格の正確性に関して
は、いまだ結論がでておらず本稿では一定の
傾向を見る以外は参照しない。目録の内容自
体は遺漏の可能性があるにしても、存在しな
かった物を記載した可能性はなく、その意味
では手稿を活字化し、その品目からそれぞれ
の遺産目録やその職業の特徴をケーススタデ

ィを行うのがもっとも有効な分析手法である
と考えられる。
　検認遺産目録と他の史料との照合・結合も
方法の一つである。ブリストル市公文書館
Bristol Record Office の手稿史料から酒類・
食料品販売業者 １ 例をケーススタディした際
は、 ２ つの商工人名録と照合し、その内１つ
と合致した（16）。しかし、ブリストル地域全
体での他史料との照合は先行研究でも試みら
れ、一致するのは数％に満たないとの結論が
だされている（17）。そのためブリストル地域
や検認遺産目録の体系的な分析を行う際に
は、かならずしも有効な方法とは言えない。
また、同じく検認記録である遺言書 will と
照合を行うことも可能であるが（18）、家族史
的な視角よりは史料としての検認遺産目録と
その内容分析が本稿の目的なので今回は行わ
ない（19）。よって本稿では、主に PCC の検認
遺産目録を用いて、その活字化とケーススタ
ディを中心に行いたい。

⑵　分　　布
　PCC の検認遺産目録の史料の残存状況を
見てみよう。図１は PCC におけるブリスト
ル地域の各年の検認遺産目録数を現在確認で
きた範囲で整理したものである（20）。もっと
も古いものは1488年に １ 例見られ、1680年代
をピークに減少する傾向である。1488年から
1503年まで 7 例の検認遺産目録しかなく、ま
た次に遺産目録が残っているのは1662年から
で160年あまりの間はまったく見られない。
他の PROB シリーズにまだ確認できていな
い遺産目録があるかもしれないが、それにし
てもあきらかに不自然な分布である。
　PCC における遺産目録数の偏在は、ブリ
ストル地域のみの傾向であるかもしれないの
で、他の地域とも比較したい。現在 PCC の
検認遺産目録の地域別の完全な索引は、ケン
ト地域のみしか整理されていない（21）。この
索引をもとに PCC におけるケント地域の各
年の検認遺産目録数を整理したのが図 ２ であ
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る。PCC に残るケント地域の検認遺産目録
は２,786例で、その分布にはブリストル地域
と似た傾向が見られる。1660年代より急増し
ているが、それまでは26例しか残っていない。
しかも1661年には、それまで各年に １ 〜 3 例

しか見られなかったのに対して、突然77例が
見られ、その後も1680年代まで多くの遺産目
録が残る傾向がつづく。
　この ２ つの図だけを見れば、17世紀半ばよ
り急に検認遺産目録の作成が盛んになったと

図 １ 　PCC におけるブリストル地域の検認遺産目録数

図 ２ 　PCC におけるケント地域の検認遺産目録数

出典：Moore, Bristol Inventories among the Prerogative Court of Canterbury Probate Series in TNA.

出典：Rickard, Kent Probate Inventories In the Prerogative Court of Canterbury 1490-1854.
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捉えられなくもない。しかし、ブリストル市
公文書館に残るブリストル地域の各年の検認
遺産目録数と比較すれば、1600年代より少し
ずつ増加し始め1630年代に一度目、1730年代
から50年代にかけて二度目のピークを迎え、
その後徐々に減少し、分布の偏りはあきらか
に少ない（22）。また PCC 検認記録における遺
言書に関する先行研究では、1401年から1626
年までの各年の分布があきらかにされている
が、多くの遺言書が残されただけではなく、
年を追うごとに上昇していく傾向が見られ
る（23）。よって17世紀半ば以降の急激な増加
は、PCC に残る検認遺産目録のみの傾向と
考えてよいだろう。
　PCC におけるブリストル地域とケント地
域の各年の遺産目録数からは、これ以上のこ
とは分からないが、はっきりとしているのは、
何らかの要因で17世紀半ば以前の PCC の検
認遺産目録は失われてしまった可能性が高い
ことである。理由としては、まず清教徒革命
の影響が考えられる。この時期、PCC によ
る検認は、国王派のオックスフォードで行わ
れていた（24）。また、議会側のロンドンでも
検認が行われたが、オックスフォード陥落後、
記録が統合された。しかし遺言書に関しては
多くが失われたためロンドンで再度検認され
た（25）。PCC の検認遺産目録もイングランド
内戦の混乱で大半が失われた可能性がある。
別の要因としては、死者の最近親者、または
財産を相続する資格のある者 next to keen
が死んでしまえば、検認記録を保管しておく
必要もあまりなく、一定の保管期限が過ぎた
のちに廃棄されてしまったのかもしれない。
ただ遺言書のほうが現在でも残っていること
を考えると、相続手続きにおいて重要性の低
い文書から先に廃棄され、それが遺産目録で
あったとも考えられる。いずれにせよ、PCC
の検認遺産目録を用いて体系的な分析を行う
ことができるのは17世紀中期以降であること
はわかる。

⑶　史料の特徴
　ここでは検認遺産目録の用紙に注目した
い。PCC の検認遺産目録の多くには、検認
の申立費用として ２ ペンスの証紙が貼られエ
ンボスされているが（26）、図 3 のようにその
証紙を回り込む形で記載され作成されてい
る。ここからは、先に検認遺産目録を作成し
たのちに申立費用を支払い検認を受け証紙が
貼られたのではなく、申立費用を支払ったの
ちに証紙が貼られた用紙の交付を受け、その
上に作成されたと考えられる。これらの用紙
からはこれ以上のことは分からないが検認の
プロセスの解説はあっても（27）、具体的にど
の手順で遺産目録が作成されたのかについて
の研究は見られずその詳細は現在のところ不
明なままである。ブリストルのような遠方か
ら検認を受ける場合、申立費用の証紙がエン
ボスされた後に作成されたことからは、用紙
を一度取りに PCC に行ったとは考えにくい
ので、申立費用を支払った用紙に、持参した
下書きを後から筆写したのではないかと考え
られる。
　つづいて用紙のサイズを見てみよう。ブリ
ストル市公文書館に所蔵されている検認遺産
目録はそのほとんどが１6.5インチ（42㎝）×
１3.4インチ（34㎝）の紙に書かれ、8.3インチ

（21㎝）×3.１インチ（ 8 ㎝）のサイズに折りた

図 3 　PCC の検認遺産目録の証紙部分

出典：PROB 3/19/48, TNA.
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たまれている。また教区が違っても同じ製造
業者によって作られた用紙に記載されてお
り、そこからは大きさや書式に関するフォー
マットがあり、法的文書として正確な様式に
則った作成が義務付けられたことが窺え
る（28）。一方、PCC におけるブリストル地域
の検認遺産目録の用紙のサイズは、1750年頃
を境として図 4 のように全く異なっている。
18世紀半ばまでは、遺産目録の品目に合わせ
て、長さ26インチから33インチ前後（約66㎝〜
84㎝）×横 5 インチ（１２.7㎝）の紙が連結され
て一枚の巻紙として作成されている。 6 m
以上にも及ぶ一枚の巻紙となっている例もあ
れば、連結されることなく一枚で終わってい
るものもある（29）。
　PROB 31シリーズに含まれる1750年代以
降の検認遺産目録は、冊子体のものがほとん
どであり、縦15インチ（約38㎝）×横１２.5イン
チ（約3１.75㎝）の紙を中心で折りたたみ、そ
れぞれのページは約15インチ× 約6.２5イン
チで統一されている。このことから18世紀の
中盤で PCC の検認遺産目録のフォーマット
に大幅な変更があったことがわかる。変更の
理由は不明であるが、18世紀後半の冊子体の
ほうが史料を確認する際も見やすく、利便性

向上のためであったと思われる。

⑷　PCC の検認遺産目録におけるブリスト
ル地域の職業・地位

　それではブリストル地域においてどのよう
な人々が PCC で検認を受けたのかをみてみ
よう。表１は PCC に含まれるブリストルの
検認遺産目録の職業・地位をまとめたもので
ある（30）。83種の職業・地位が含まれ、最も
数が多いのは海港都市ブリストルで最大の職
業グループであるマリナー（51例）である。
マリナーの遺産目録には水夫や下級船員から
富裕な貿易商などまでが含まれ、非常に幅広
い社会階層を指す職業であることが分かって
いる（31）。PCC の検認遺産目録は複数教区に
財産を持ち、その総額も大きいものがほとん
どであり、これらのマリナーは社会階層では
上位に位置すると考えられる。ただその職業
名もしくは地位別の遺産目録数の順位を見れ
ば、 4 位のジェントルマンを名乗る人々より
もマリナーや商人 marchant や未亡人 widow
の数が多い。これらの職業がジェントルマン
よりも多くの検認遺産目録をイングランドで
最もステイタスが高い PCC で残したという
ことは、18世紀における彼らの地位の高さが

図 4 　PCC の検認遺産目録の原本

（左）18世紀半ばまでに見られる形式。
（右）18世紀後半に見られる形式（上は18世紀前半のものを比較対象として置いた）。
出典：PROB 3/19/48, PROB 32/42/92, TNA.
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表 １ 　PCC の検認遺産目録におけるブリストル地域の職業・地位

　 職業・地位 遺産目録数 職業・地位 遺産目録数

1 Mariner 51 43 Chapman 1

2 Merchant 42 44 Clerk(in Holy Orders) 1

3 Widow 27 45 Clothier 1

4 Gentleman 22 46 Clothworker 1

5 Grocer 15 47 Confectioner 1

6 Cooper 11 48 Currier 1

7 Soapmaker 11 49 Dame 1

8 Esquire 7 50 Distiller 1

9 Whittawer 5 51 Doctor of physic 1

10 Apothecary 4 52 Druggettmaker 1

11 Brewer 4 53 Dyer 1

12 Linendraper 4 54 Freemason 1

13 Mercer 4 55 Goldsmith 1

14 Victualler 4 56 Haberdasher 1

15 Vintner 4 57 Haberdasher of hats 1

16 Alderman 3 58 Housecarpenter 1

17 Baker 3 59 Ironmonger 1

18 Shipwright 3 60 Malster 1

19 Spinster 3 61 Marshal 1

20 Tailor 3 62 Mathematician 1

21 Tobacconist 3 63 Mayor 1

22 Anchorsmith 2 64 Oilman 1

23 Barber Surgeon 2 65 One of the Sheriffs 1

24 Butcher 2 66 Perfumer 1

25 Draper 2 67 Pinmaker 1

26 Glazier 2 68 Ropemaker 1

27 Hooper 2 69 Sadler 1

28 Horner 2 70 Salter 1

29 Hosier 2 71 Seaman 1

30 Innholder 2 72 Sergemaker 1

31 Knight 2 73 Skinner 1

32 Physician 2 74 Starchmaker 1

33 Soapboilor 2 75 Stuffmaker 1

34 Tanner 2 76 Sugarboiler 1

35 Baronet 1 77 Surgeon 1

36 Black smith 1 78 Tobaccocutter 1
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うかがえる。
　また、それ以上にここで検認を受けた人々
の特徴は、 １ 例の准男爵 Baronet や ２ 例の
騎士爵 Knight を除けば、そのほとんどが商
工業者だったことである。ジェントルマンに
続く第 5 位は15件の食料品商 Grocer、11件
の樽製造業 Cooper、同じく11件のせっけん
製造業 Soapmaker がつづく。地位の高さだ
けではなく、これらの職業の経済的な成功が
うかがえる。
　マリナー mariner や酒類・食料品販売業
者 victualler の他にも海港都市ブリストル特
有の仕事が多く見られる。たとえば、樽製造
業 cooper が製造する樽は、航海に際して飲
料水やワインの保存に必要であり、ブリスト
ルでこの業種が多いのは当然である（32）。
hooper は関連する職業であり、たが hoop を
作るとともに、それを外して使い古された樽
の解体や修理も行った。その他にも船大工
shipwright や錨工 anchorsmith なども見ら
れる。
　ブリストル市公文書館に残る検認遺産目録
には251の職業が含まれている（33）。そこには
見られず PCC のみに残る職業・地位は 9 つ
である。その中でも香水商 perfumer の John 
James Bieisse（1707年）（34）、数学者 mathema
tician の Anreline Jenner（1714年）（35）、菓子職

人 confectioner の Joseph Kippen（1719年）（36）

の事例は、イングランド全体の検認遺産目録
でもほとんど見られない職業であり、検討に
値すると思われる。ただし、これらの遺産目
録を活字化し分析を行うには本稿だけでは十
分な分析ができないので次の検討課題とした
い。

3 　PCC の検認遺産目録のケーススタ
ディ

　PCC に残る検認遺産目録は高額なものが
多いため、その内容も豊富で文書のページ数
も非常に多い。しかし、それは活字化の作業
も非常に時間がかかることを意味し、それが
現在に至るまで PCC に関する体系的な研究
や検認遺産目録集の出版を妨げている理由の
一つと思われる。そこで、本稿では、可能な
かぎりで活字化したのちにケーススタディを
通じてその詳細をみたい。それにより PCC
の検認遺産目録の特徴をあきらかにしつつ、
それぞれの職業の実態も具体的に検討する。
　本稿では PCC に残る検認遺産目録の中か
ら海港都市ブリストルに関係の深い海事関係
の職業をはじめとして 3 例を選んだ。選出方
法は以下のとおりである。まず、ブリストル
が大きく発展し、論者の主な研究対象時期で

出典：Moore, Bristol Inventories among the Prerogative Court of Canterbury Probate 
Series in TNA.

　 職業・地位 遺産目録数 職業・地位 遺産目録数

37 Bodicemaker 1 79 Upholsterer 1

38 Bridlercutter 1 80 Watchmaker 1

39 Brushmaker 1 81 Weaver 1

40 Buttonmaker 1 82 Wheelwright 1

41 Cabinetmaker 1 83 Woollendrapper 1

42 Carrier 1 No Occupation 88

合計 396
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ある18世紀から行う。これは史料の残存傾向
からももっとも適切である。これまでの研究
でもブリストル公文書館の検認遺産目録の手
稿原本から活字化しケーススタディを行って
きた。その中からブリストルの最大の職業グ
ループであるマリナーを本稿ではとりあげた
い。PCC にはブリストルのマリナーとして
現在確認されているのは51例、そのうち18世
紀に12例が現存している。その中から18世紀
中 で 最 も 高 額 な £１,345の Nicholas Poole 

（1729年）を取り上げる（37）。そしてもう １ 例
は、未整理の教会文書の束である PROB 31
シリーズで検認遺産目録と確認できた中から
取り上げたい。PCC に含まれるブリストル
地域の検認遺産目録には、職業の記載がない、
もしくは不明なものが88例ある。その解明の
ため、TNA の索引で職業が不明となってい
る William Read（1744年）を選んだ（38）。く
わえて以前から研究を続けている食料・酒類
販売業者 victualler からも １ 例を選出する

（Thomas Mabson、1718年）（39）。
　なお手稿からの活字化に際しては綴り違
い、改行、注記などできるかぎり原史料に近
い形で記載した（40）。また日本では、刊行さ
れた遺産目録集を用いた研究も見られる（41）。
そこで国内外での史料としての今後の活用も
考慮して原語のままとし、ラテン語や短縮語
などには可能なかぎり注釈をつけた。それぞ
れの事例に表 １ から 3 の番号をつけた。

⑴　Nicholas Poole（職業：mariner、教区：
City of Bristol、1729年）の検認遺産目録（42）

　ブリストル市公文書館に残るマリナーの検
認遺産目録１,675例の内１,486例は研究者の間
で wage due inventories と呼ばれている（43）。
これらの遺産目録は、艦艇での戦闘など海上
任務において死亡したマリナーのものであ
り、戦死者への扶養手当支給のための資料と
して、死亡者の最後の航海の賃金、艦艇名、
指揮官や艦長名だけが、艦長や士官によって
記載されたもので総額も非常に低い（44）。こ

れらを分析すればイギリス海軍における戦死
者の待遇の実態などの解明が可能であるが、
日常の生活や消費財の分析には向かない。
　ブリストルで£50以上の検認遺産目録を残
したマリナーの大半は、その内容からワイン
やチーズなどの通常の貿易を主な業務にして
いたようである（45）。それに対して Poole の
検認遺産目録の内容からは、彼が奴隷貿易に
従事していたことがわかる。遺産目録から奴
隷商人の実生活の詳細を見ることができる事
例は稀である。
　Poole が奴隷貿易に従事していたことは、
この目録中に船名 Morning Starr 号が記載さ
れ て い る こ と か ら 分 か る。 こ の 船 名 と
Nicholas Poole の名前が奴隷貿易に関係する
史料集で確認できるからである。Morning 
Star 号は1712年にブリストルで建造され、
記録が残る奴隷貿易の航海は1713-14年（46）、
1716-17年（47）、1717-18年（48）、1720年（49）の 4
つである。最初から 3 つの航海では船長
Master は Nicholas Poole となっているが、
彼 の 遺 産 目 録 中 の 勘 定 残 高 Balance of 
account に父親の名前も Nicholas Poole であ
った旨が記載されているため、すべての航海
が彼によるものか分からない。ただ、後から
２ つの航海は、Nicholas Poole, Jr. と明記さ
れているため、遺産目録を残した本人によっ
て行われたと考えてよいだろう。その航海に
ついて一例を挙げれば、1717年 9 月14日に
Nicholas Poole を船長に17名の乗員を乗せブ
リストルを出港した。アフリカに寄港した後、
1718年 5 月16日にバルバドスに到着、アフリ
カで仕入れた167名の奴隷の内134名をそこで
降ろし、1718年 8 月 8 日にブリストルに帰港
した。
　Poole は Morning Star 号 の 8 分 の １ の 共
同所有者であったが、一隻だけではなくギニ
アから帰港した Alex（ande）r Pink 号の10
分の １ 、ドックで修理もしくは点検中の
Ann Gally 号の 7 分の １ も所有していた。こ
こからは奴隷貿易をはじめ複数の船を使って
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手広く貿易業を営んでいたことがうかがえ
る。また、投資にも関心があり、£200にも
及ぶ南海会社の債権も所有していた。また、

「Jacob Elton の手形」も査定されている。こ
れはブリストル市長を務め庶民院議員にもな
った Abraham Elton ２ 世（1679-1742年）の
兄弟で奴隷商人として知られる Jacob Elton
であると思われる（50）。
　PCC におけるブリストル地域の検認遺産
目録には多くの樽製造業 cooper の遺産目録
が見られるが、この Poole の品目にも多くの
樽が記録されている。例えば、 １ 樽あたり
9 s で査定され総額が£124 4 s となっている
ので、276樽が彼の家屋もしくは店舗に貯蔵
されていた。その他に60樽も査定されており、
ブリストルのような海港都市では樽製造業で
ある cooper や hooper の役割が大きかったこ
とがこの遺産目録からも確認できる。

　 9 stone（51）の象牙 Elephant Teeth のほか、
西アフリカ産のマメ科の高木であるカムウッ
ド Camwood も記録されるなど、アフリカ貿
易との関係の深さをうかがわせる。
　「到着した際は病気であった 4 人の黒人」
も Item として査定されている。また、目録
の終盤では、his black boy が査定されてい
る。18世紀のブリストルを描いた絵画にも黒
人の召使いが描かれることが多々あり（52）、
また奢侈品と見なされていた（53）。この事例
も£20と高額の査定をされており、同様であ
ったと思われる。18世紀を通じて奴隷貿易で
栄えたブリストルであるが、そこに住んでい
た人間が動産として検認遺産目録に記録され
ている例は、管見のかぎりブリストル市公文
書館には残っていない（54）。また他の地域の
検認遺産目録集も含めて、現在確認できた中
ではこれが唯一の事例である（55）。

PCC におけるブリストル地域の検認遺産目録
表 １ 　Nicholas Poole（職業：mariner、教区：City of Bristol、1729年 ) の検認遺産目録

A True perfect and particular Inventory 

of all and singular the Goods Chattles 

and Creditts of Nicholas Poole late of 

the City of Bristoll Marriner deced* taken valued and 

appraised by James Peare & Christopher 

Redwood the Sixth day of August 

in the Year of our Lord 1720 as follows 

viz†

Imprimis‡ gniraewsdeceDeht 707

tadeulavllerappA

Item his Chest, Books & Instrumts§ 001

Item the one tenth part of the Alexr**
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0052emacehssastruppAreh&kniP

pihSelohwehtaeniuGmorfemoh

valued at 250 £

Item one Seventh nnAehtfotrap

Galley & Appurts†† 51182seylwonehssa

in Aldn‡‡ elohwehtkcoDstnemelC

at 200 £

Item xisytnevesderdnuhowt

Barrells of Pitch valued at 9s p§§ Barrll

04421

Item rraTfosllerraBruofytneveS 00181

llerraBreps5ta

Item one Cask wh 9.  112 l***  denruterretwep

from Sea at 7d

453

dnuoprep

Item sevinkdetfahkcalBzodowt 620

eulavdenruter

Cash 350tsehCsihni

Item 9 C†††  12 qts‡‡‡   00 09191eulavdoowmaCfo

Item one Eliphants Tooth  9 st.  15 li .

at 7s 10d

001

eulavCrep

Item sixty Barrells of Pitch more 0072

elgaErepllerraBps9ta

631852ehtnosdooGdenruteR

General Cargos p the  Alexr

vizt  

£ s d 

sesaCruof.1.oNsimirpmI

contg§§§

08681

s61tawelbseciep332

Item ttaRottidseciepruof
0211

hcaes8netae

Item five Remnants abt****

one Crate 9 li .

12 Warps of 

Earthen Juggs

0

 13

 6 

5 Eliphants 

Teeth  10 --

valued 7 £ p C

0

 12

 6 

040
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eulaVseciepflah

Item ½44gniniatnocesaCa 6733

s51tasttasaetohpseciep

Item fourteen Do degamad 055

hcaEd6s7ta

Item sesaltuCeerhtytriht

0381hcaes11

Item 10 Do†††† 0512hcaed6s5tadegamad

Item 006hcaes21tasllespaTnet

Item one hundred Caggs contg hcae

6 li is 600li powder at 3li 0081001p

Item eight quarter Barrells 9li

133li

002

Cps03ta

Item 158 Cutlases at 7 d 2214hcae

Item eleven Do sevinKtnioppolS

at 12d 6110

Item Eighteen yds‡‡‡‡ telracSfoflah& 60131

seyaBeciepeno&htolC

Item ytrof&derdnuheerht

Amabases 15d 0512p

Item ten Do 360p½7tadegamad

Item sreekceNhsilgnEytnewt

0001hcaEs01ta

Item five Do tadegamad

9311hcaed9s6

Item degamadselwarBhsilgnE7 921

d3s3ta

Item 052hcaes01ocilaCflah&seciepruof

Item snuG601esool&tsehCruof 0273

hcaEs7ta
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Item srraBthgiEytfifderdnuheno

of Iron  9 li 36 . 2 . 18 at 16d

9692

Cp

Item five Doz§§§§ 0011sessalGgnikool

Item five Crates 9 li ½epraw2/136

Earthen ware at 13 1/2d ¼5113llp

Item stiripSfosesaCllufowt

and old Do 0010

Item emacyehtsaseorgeNruof

home all Sick at 10£ 10s 0024daehp

443 1 1  1/4

fotraphtnetenosih

4/11344mussiht

302 16 7  1/4

An Additional Inventory sdooGehtfo

diaserofaehtfostiderC&selttahC

deulavnekatdecedelooPsalohciN

and appraised by Chri doowdeRrehpots

& Benoni Chimor as follows vizt

Impris ehtfotraphthgiEenoeht

0052ehSsallerappAreh&rratSgninroM

pihSehtaeniuGmorfemohemac

tadeulavrehotgnignolebserotS

sdnuopderdnuhowt

Item 0C  2 qrs  0 li sihnosnaPssarB

particular Account at 7£

0013

Cp

Item htiwtnuoccAfoecnallaB

his Father Nichol

3601331

elooPsa

Item nikcotSdnuopderdnuhowt 00002

aeShtuoSeht
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Item 00001dnahsyetnahCzilEfoetoNa

Item 00001dnahsnotlEbocaJfoetona

0002yobkcalbsihmetI

Item 4/330074tnuoccAnieudsyerdnuS

1052 0 10 1/2

                                  suma totalis    

                                  huius Invenrij***** 1354 17 5  3/4

lliH

Exhibitum fuit huimoi Invenrium

quarto die Mensis  Novris rep9271inoDonnA

muibuPmuiratoNlliHmuigroeGmuM

teonelporevorujerotxeorpmerucorP

encatsetorpbuSc&oiratnevnIotcefrep

c&isc&odneddAednemaT

Ex

出典：PROB 3/228/149, TNA.

⑵　William Read（職業：不明、教区：City 
of Bristol、１744年）の検認遺産目録

　TNA の索引では、この検認遺産目録は
mariner の ‘William Mead’のものとされて
い る。 し か し、 史 料 を 確 認 し た と こ ろ、
William Read の間違いであった。TNA にお
ける PCC の検認遺産目録の索引はいまだ整
理が続いており、同様の誤記は少なからず見
られる。
　Read の遺産目録で、まず目立つのが現金
Ready money が£１,3１２ １ s １ d と非常に巨
額なことである。ここまで巨額な現金が記録
された事例は非常に少ない。これだけを見れ
ば理由は分からないが、他の品目や項目と見

比べることによって、彼の死亡時の状況が浮
かび上がってくる。
　この遺産目録にはキッチン関係の品目がま
ったく査定されていない。ただ、Poole の事
例もキッチン関係の品はまったく査定されて
おらず、店舗の在庫や債権のみが査定される
こともあるので、必ずしも不自然ではない。
しかしこの Read の事例では多数の日用品が
査定されている。ベッド関連の品目は、ベッ
ドカバーから枕、枕カバーに至るまで詳細に
査定されている。ナイトキャップは 9 つも所
有していた。それらは 9 つのトランクに入れ
られていたようである。また衣類も30品目に
わたり細かく査定されている。白のシルク製
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キャムレット織の高級コートをはじめ緋、赤、
青、黒などさまざまなコートも見られる。さ
らにダイヤモンドのリングなど各種の宝飾品
も多数所持していた。
　つづいて、63名分、£874 18s 5. 3/4d にお
よぶ債務者リストが続く。その冒頭に「死亡
した際に所持していた彼の会計簿にジャマイ
カの通貨」で記載されていた旨が記されてい
る（56）。ここからは、Read がブリストルでは
なく、ジャマイカを拠点としていたことがわ
かる。そうなれば、巨額の現金を所持しキッ
チン関係の品目がまったく査定されていない
理由も理解できる。Read は必要な現金と寝
具や衣類を携え、商用でブリストルに滞在中
に客死したと考えられる。P・スパフォドに
よれば、債務者リストは取引相手を意味し（57）、
Read も多くの商工業者と信用取引を行って

いたことが分かる。債務者リストの額も含め
て、ジャマイカの通貨で Read の会計簿に記
載されていると何度も強調されていることか
らも、ジャマイカで取引を行った業者と考え
てよいだろう。巨額の現金を所持していたこ
とから、ブリストルでの取引は主に現金決済
で行われたと考えられる。
　この William Read の事例は、史料として
の検認遺産目録を解釈する上でも興味深い。
通常の遺産目録はそれぞれの教区で、複数教
区に財産を持つ場合は PCC で検認されたが、
海外からの来訪者が旅先で客死したケースは
非常に稀である。Read の事例からは、債権
などがジャマイカに存在するため、複数教区
の事例に当たるということで、規定どおりに
PCC において検認が行われたことがわかる。

tnemsiarppadnayrotnevnInA

of all and singular the Goods Chattels and Credits of    

William Read late of the parish of Christ Church    

lotsirBfoytiCehtniytinirTyloHehtesiwrehto

Batchelor deceased taken valued and appraised the    

Twenty fourth day of March in the Year of our Lord One    

Thousand Seven Hundred and Forty three and afterwards    

by Adjournment on the Second, third, fourth, fifth, Sixth    

and Seventh days of April in the Year of our Lord One    

Thousand Seven Hundred and Forty Four by us whose    

Names are hereunto Subscribed by Virtue of a Commission    

of the Prerogative Court of Canterbury as follows    

表 ２ 　William Read（職業：不明、教区：City of Bristol、1744年）の検認遺産目録
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£ s d 

First….The Deceased’s 112131yenomydaer

)tiwot(lerappagniraeWsiH.…oslA

.011nottubd’revliShtiwtaoCyergeulbenO

.51taoCtelbmaCkliSetihwenO

       One Scarlet Coat with black Trimmings  . 10 . 

.7.snottuBssarBhtiwtaoCyerGeulBenO

.5.taoCdeRenO

..1taoCkliSkcalbenO

..1ecaLrevliShtiwtaoctsiaWtelracSenO

601.taoctsiaWyosudaPderuoloCkniPenO

.22taoctsiaWtevleVkcalbenO

.22taoctsiaWedacorBenO

.01.taoctsiaWellepaLderuoloCffuBenO

67.sehceerBtevleVkcalBriapenO

       One pair White Silk Camblet Beet Breeches . 5 . 

.41.sehceerBforiapxiS

62.taHdecaLdloGenO

.2.taHnialpenO

62.ggiWnworBenO

.61sgnikcotSetihWforiapxiSytnewT

.51.elkcuBenO

62.allerbmUenO

.3.taoCtaerGdeRenO

.51.spmuPforiapeviF

.013staoctsiaWdnalloHneeteniN

.2.skooBeerhT

62.stevarCeerhT

6..srozaRruoF

.6.sehceerBdnalloHforiapxiS
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.55strihSeerhtytnewT

6..srewarDdnalloHforiapenO

.5.nottoCdettopSseceipowT

.5.sgnikcotSkliSkcalBforiapeerhT

25 13 . 

Also…. The deceased’s Bedd and Table Linnen and other    

)tiwot(htewollofsasgnihtdnasdooG

.2.htolcelbaTenO

.81.steehSeniN

.3.tliuQenO

.5.enapretnuoCenO

62.wolliPdnaretsloBenO

8..sesaCwolliPnenniLdetnirpowT

.6.sgnikcotSderuoloCforiapxiS

.5.sfeihcreknaHetihWneveS

.71.snikpaNneetneveS

64.sfeihcreknaHkcirbmaCeerhT

.5.gnirevoCdeBA

.2.nenniLdetnirPfoeceipenO

6..naynaBkliSdloenO

.2.snottuBlatemetihWfonezodxiS

6..snottubtrihSfoecorGowT

.5.daerhTetihWfodnuopenO

62.spaCthgiNeniN

.01.c&repaPgnitirWfolecraPA

.51sknurTeniN

                                                             £ 5 16 2 
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stnemanrOrehtodnasgniRs’desaecedehToslA

)tiwot(mihybdesusgnihtdna

.013gniRottoMdnomaidesoRenO

.33gniRdnomaidesoRretsulCA

601.sdnomaid3gniRknahStilpSA

66.tinitfeLdnomaidesoRenohtiwgniRA

.5.elkcubtrihSlatsirhCA

.5151ttekcoLdnalaeSniahChctaWdloGA

.33enaCdedaehdloGA

.5.ottuCtlihnetihWA

.51drowStlihrevliSA

£ 28 3 . 

Also.. Debts appearing to be due and owing to the    

      Deceased at the time of his death on his Books    

ycnerruCaciamaJgniebtnuoccAfo

2/11316thginKegroeG..morF

6213nosrettaPtreboR

4/301719droceRnnA

931.nagroMegroeG

2/16515renruTtreboR

621dluabraBleikezE

..1yoHtnemelC

.92sdnumdEpilihP

2/17013draddotShtebazilE

.01.llaHatcideneB

.01.nanreFsenuNleinaD

       Thomas Beckford Esqre.††††† 46154

9811senoJnavE

2/17014sdloneRniatpaC
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232lliksirDyhtomiT

sierehthcihwrof-araraPhtessanaM .1115

dnahfoetoNsihosla

2/1921yarruMdnasneweL

9702nosnhoJsemaJ

       Mr 2/101614nagroM.

       Isaac Tauro for wh sihoslasierehthci

                  Note of hand dat‡‡‡‡‡ 24 June 1737

26 6 10 1/2

.017snikwaDyraM

39131araraPbocaJ

341syorFsenuNdivaD

2/177181kralCdrahciR

981niwdooGmailliW

4/10173rroCwehttaM

sierehthcihwrofdleifnikcuDtruoctsE .0181

6,,7,,81rofdnahfoetoNsihosla

.812enaWegroeG

       Estate of Daniel Thomas deced 4/392146

2/1937htimShpesoJ

2/1201.nivlAcaasI

2/14911yrennuGsalohciN

6215syaroMmarbA

4/36181nodnarBotniPcaasI

8313nospmohTmailliW

       Samuel Masias Senr§§§§§ 323

.15nosirroMsalohciN

2/1597sirraHnhoJ

.012nosbiG

..1ekalB

672rekraPdrahciR
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.012evargsuMgereP

9312retsialPnhoJniatpaC

2/1939nosdrahciRhannaH

2/10164llenniKnhoJ

2/1754htimSmailliW

2/17664bbeWsemaJ

4/391174areuqeSneHmarbA

4/33232nilsihGynohtnA

01619sedneMdivaD

4/311914noskcaJdnarolyaT

       Mrs 9914eiznekcaM.

62.sivaDsoJ

4/1241sehguHreteP

2/136911rraCwerdnA

46.yenaGdrawdE

48.olamohRcaasI

891.senoJevoL

2/1651tlebdaorBleinaD

.511dranyaMdnayerG

4/36.9nittaPnhoJ

931llenruFnonreglA

..4kcirdneHnhoJ

                                           Currency £ 874 18 5 3/4 

gnilretSotdecudergniebmuShcihW 4/30181426

.siegnahcxEtneCpytroFtayenom

Also…Debts appearing to be due and owing to the    

htewollofsaesiwrehto&setoNnodeced

)tiwot(

From Elisha Dodd by his Bill dated 29 Janry

2/1175
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ruovafniddoDleahciMnonward0471

      of the deced for £7,,10s aciamaJgnieb

gnilretSsihcihwycnerruC

nettaBnoJnotfarDsihybessorCmailliW

dated 23d
2/1118162

nahguaVforuovafni1471enuJ.

ycnerruCemas4/36,,41,,73£rofdeeRdna

gnilretSsihcihw

decedehtottpieceRs’namraHsalohciN

as Surviving Partner of Vaughan dat 4th

  January 1743 for a Bill of Exchange wth

..04

Protest drawn by Christopher ^Terry treboRno

rofyltaehW

esuohboHcaasInotfardsllewoHmailliW

dat 17th rofdecedehtforuovafni3471yaM

doowggoLfosnoT31fosdeecorPtaeNeht

treboRniatpaCfotuoerehtgnitcuded

ycnerruC02htimS

diasehtfosrepaPdnaskooBehtyBoslA

sdnaHehtnitfelebotsraeppaerehtdeced

thgiEaciamaJfollinkciBnhoJfo

netaehtoMerewtahtsyoruDfoseceiP

nimyalCadahdecedehtsraeppatI…oslA

      Conjunction with his Partner Vaughan out    

      of the St ehtmorfnekatezirPhpesoJ.

foerutpaCehtfotnuoccAnasdrainapS

      and Effects taken from the Ship, Sarah by     

sdrainapSeht

Also The deced Books of Accot srepaPdna
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llemmacSmW

kcomyDohT

lledaClliW

notsniWmW

drawoCsohT

出典：PROB 31/247/268, TNA.

⑶　Thomas Mabson（職業：Victualler、教区：
City of Bristol、１7１7年）の検認遺産目録

　これまで victualler は、免許制の酒類・食
料品販売業者か、海港都市では船舶への食糧
提供が主な業務と言われることが多かった。
しかし、ブリストル市公文書館の検認遺産目
録における victualler の一覧、商工人名録、
John Saunders のケーススタディの分析から
は、この業種が18世紀後半には屋号を持つ酒
場を主要な業務の一つとしていたことがわか
った（58）。1775年に発刊されたブリストル商
工業者を中心とした人名録スケッチレイ・デ
ィレクトリでは、victualler は総収録数4,２3１
人中449人と１0.5％を占めている（59）。また
Victualler の中で17人を除いて、イギリスの
パブで最も描かれることの多いシンボルの一
つであり、インに看板を掲げることを定めた
リ チ ャ ー ド ２ 世 の 紋 章 で あ る 白 鹿 white 
harts をはじめとして看板に由来した屋号が
付記されていた。そのため、18世紀半ば以降
には、今まで言われてきたように免許・許可
を受けた船舶への酒類・食料品販売にくわえ
て酒場を主要な業務の一つとしていたことが
わかっている。
　この Thomas Mabson の事例からは、1717
年に検認もしくは公開されたので、それ以前
の victualler の実態を知ることができる。こ

の事例は、検認遺産目録の作成でよく見られ
る部屋ごとの査定が行われている。そこには
upper Roome、Second Roome、Malt Room、
Fourth Roome、Fif th Roome、Hal l、
Kitchen といった家屋内の各部屋に加えて、
庭 Yard、 醸 造 小 屋 brew house、 貯 蔵 庫
Cellar、厩舎 Stable まで記載されている。キ
ッチンを含めて少なくとも 7 部屋、それに関
係施設を含めればかなり大規模な家屋に居住
し て い た と 考 え ら れ る。upper Roome、
Second Roome、Fourth Roome はベッドや
寝具が査定されているため、Mabson や家族
などの寝室であったと考えられる。査定の順
番 か ら 考 え て Second Roome と Fourth 
Roome の 間 の 3 番 目 に 記 載 さ れ た Malt 
room（おそらく‘Third Roome’）は家屋の
中にあり、74ブッシェル（60）の麦芽とモルト
用臼 Malt mill などが査定されている。
　ブリストル市公文書館に残る victulaller で
あった John Saunders の検認遺産目録には明
らかに店舗と思われる部屋が大型テーブルや
多くの椅子と共に記載され、また客に飲料を
提供した酒器が数多く査定されていた（61）。
それに対してこの Mabson の事例では、店舗
と考えられる部屋はなく、またグラスなども
まとまって査定されていない。そのため、酒
場経営は行っておらず、貯蔵庫の内容から見
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ても、ビールと蒸留酒の製造業に専念してい
たと考えられる。
　また、厩舎には「 ２ 頭の老馬」が ２ 回査定
され、計 4 頭の馬匹を所有していたことがわ
かる（62）。老齢であることがわざわざ記載さ
れていることや所有馬数の多さから、激しい
運動を行う乗用馬ではなく、製造されたアル

コール飲料を配達するための荷馬であったと
考えられる。
　18世紀後半には victualler の間で一般的と
なる酒場経営であるが、Mabson の事例から
は、18世紀の初頭では必ずしも行われていな
かったことがわかる。

A true and Perfect Invenry

dnasdooGehtralugniSdnallafo

nosbaMohTfostiderCdnastbedselttahC

late of the psh of St ehtnibocaJ&pilihP

City of Bristoll victualler decd nekatdah

htimsdloGnehpetSybdesiarppadna

Brewer and Henry Driver htobrekorB

tsuguAfoyad11ehtytiCdiaSehtfo

1717 as followeth Vizt

li s d 

Impris the decds 0513llerappAgniraew

6215deydehnehwesuohehtniyenoM

090selttobfonezodneethgiEemooRreppuehtnI

nibbaCenosgurowtdaetsdebdebdloenO

0410drocdnaggur

040riapdnaelootSesolCdloenO

020rebmuL

Second Roome  one Pcell****** of bedding & bedstead 0 13 0 

Malt Room Malt 74 bushe 659d6s2ta5/1sll

0010lliMtlaMenO

060skcaSxiS

表 3 　Thomas Mabson（職業：victualler、教区：City of Bristol、1717年）の検認遺産目録
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 0 01 0 spoH fo llecP enO

 0 01 1 wollip & retslob deb eno  emooR htruoF

 0 01 0 niatruC dna sdor droc ttam daetsdeb enO

 0 6 0 gguR enO

 0 3 0 xob & reffoc enO

 6 2 0 elbaT enO

 6 1 0 doR dna niatruC wodniW

 0 01 0 elbaT eno emooR htfiF

 0 8 0 srewarD fo tsehC enO

 0 01 0 ssalG gnikooL enO

One pair of bras  0 8 0 snoridnA s

 6 7 0 sgnot & eriF etarG rebmahC enO

 0 4 1 s2 ta sriahC rehtael evlewt

    eerhT dna retslob deb enO  0 0 2

 swollip

    gnikcas daetsdeb enO  0 0 1

 sddoR dna sniatruC

 0 21 0 tliuQ enO

 0 6 0 gguR enO

 0 2 0 tteknalb deR enO

 0 0 1 steehs net

 0 4 0 htolC elbaT gnoL enO

 0 5 0 sesaC retslob evif

 0 5 0 sesaC wollip evif

 0 2 0 sesaC retslob esruoC owt

 0 1 0 sllewoT eerht

 6 2 0 droC dna ecnellaV niatruC wodniw

 0 8 0 stteknalB dlo xiS

    dna deb rehtaef eno  emooR htxiS  6 1 1

 sretslob owt    
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One bedstead sacking Cu 051sdordnasniatr

0010tliuQenO

080elbaTllavOenO

080tsehCenO

620dordnasniatruCwodniwowT

040serutciPowtdnaspaMeerhT

0010seltteseerhtllaHehtnI

040sbuTruof

020elbaTenO

010elbaTenO

47 lb old Iron at 1 ½ d 2/10150

010sriahCdloeerhT

620eniwtrewoSdnaklahCenO

010dorniatruCenO

020sdorniatruCowT

One Pse 610gnikaM)nekorbtnemucod(

600spihSfoserutcipowT

610eldaPdnatteksumenO

Kitchen  109 lb 2/1912½6taretwepfo

010kcePdnallehsuBenO

0011seciepgnilwofeerht

620naPgnimrawenO

050skcitseldnaCssarbforiapeerhT

620ratroMdnaeltsepssarbenO

630esnocSdnaskitseldnaCdnahowt

001skcaRdnaetarGenO

040stipSruof

020sgnoTforiapowt

010niahCeleehwgoDenO

010napgniyrfeno
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One corner fender ash Gr 070hsidniffehC&eta

610noridirG&skoohtopswollebenO

040eldnipSdnaeleehwgoDeno

elwobhcnupsehsidnehtraEthgiE
040

eldaLdna

0810giPenodraYehtnI

001dooWfollecrapenO

0010snoehcnupowT

004setarGdnaecanrufenoesuohwerbehtnI

001etuhSdnasrelooCeerht

0610buTenodnastafgnihseMowt

two joynt St 810seloo

610llevohselocenO

610elwoBenodnasliapedalowtliapenO

610ekrof&ekarelocenO

010sreweksnorIruof

More in the Kitchen  4 pot metle pots 65 at 5 d 171

three brass pans 26 at 11 d 0131

One pr 320elewsruG

320striGeerht

010spurritSriapowt

040senaCowt

610sniatruCowtdnadoRniatruCenO

one brass Kettle 5 at 10 d 240

620llevohSerifdloeno&sriahCdloeerhT

0710sllerraBt’poohgnirruofralleCehtnI

0611sllerrabt’poohetihwxiS

One But and beer half full  in the 0011ralleCraer

070esrohdnabuTgniviKenO

060tuBytpmEenO
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0110ydnarBdnaksaCenO

010ksaCthgirpuenO

0010elafosbuTdlO

610liapnorienO

040reebrofsesrohdloeerht

070skcolssarbeniN

004skcirpreebdnastuBowt

001stuBytpmEruof

610butgniredwopenO

0510redysrewofdnadaehhenO

040butenodnasksaCllamsowt

0010reebrofsesrohegraleerht

003sesrohdloowt-tuodnaelbatSehtnI

0012sesrohdloowt

001erutinrufesroH

050tuBenO

030llevohSdnaekaR,skcipxiS

010skroferifowt

One Mow of Hay in Mr 006nedraGsmayB

One Mow of Hay in Mrs 0018dnuorgsnottartS

003yelraBfoezaeLenO

001egairracdnaesiahCenO

001dnuorgehtfoegabreH

93121¾secnuO05gnihgiewetalPeht

Desperate debts due to the decds

  Estate

£ 122 11 11 

Steph Goldsmith

Henry Driver               sresiarppA

11 0 0 
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Arthur Mabson )dengis(

Extum fuit hoi Invm eidomiced

rep_8171inDonnAjiluJsisnem

mtoNemehoBmelmaSmurgaM

orpexEorpnidmcorPmucbuP

vero pleno et C perto Inveo tsetpbusc&

c&ieD&odneddaed

Sam Boheme )dengis(

出典：PROB 31/247/268, TNA.

* deceased 
† videlicet = namely 
‡ Imprimis =firstly 
§ Instruments 
** Alexander 
†† Appurtenances 
‡‡ Alderman 
§§ per 
*** li : 1stone(st)=14 li (lb, pounds weight). 1quarter(qr, qtr) = 28li=2 stone. 

1 hundredweight (cwt)= 4 qtr=8 st =112 li.   
††† cwt 
‡‡‡ quarters 
§§§ containing 
**** about 
†††† Ditto 
‡‡‡‡ yards 
§§§§ Dozen 
***** Inventarji 
††††† Esquire 
‡‡‡‡‡ dated 
§§§§§ Senior 
****** Parcel 
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4 　む す び

　本稿では、カンタベリー大権裁判所の検認
記録の中からこれまで体系的な検討が行われ
ていなかった遺産目録を取り上げ、史料の詳
細を検討した。また、その中からブリストル
地域に関係する検認遺産目録を用いて、手稿
から活字化したのちにケーススタディを行っ
た。最後に、それらによって得られた結果を
述べて、まとめとしたい。
　イギリス国立公文書館に所蔵される PCC
の検認遺産目録は、索引の整理が続いている
段階で、いまだその全容は分かっていない。
整理が終わった索引にも誤記や誤植が少なか
らず見られ、その使用には細心の注意が必要
である。ただ、ケントとコーンウォールにつ
いての先行研究では、検認遺産目録に10％の
富裕層と、40％の貧困層が含まれないと推計
されているが、富裕層については PCC の史
料によって偏在を補うことができる。PCC
検認記録に残るケント地域とブリストル地域
の検認遺産目録の各年の分布は、17世紀の後
半から急激に増加していることから PCC の
検認遺産目録を用いて体系的な分析を行うこ
とができるのは17世紀中期以降であるという
ことも本稿の分析からわかった。
　また、PCC 検認記録におけるブリストル
地域の職業・地位を検討したところ、PCC
検認記録に遺産目録を残した業種の上位は、
商工業者や未亡人であった。そこからは彼ら
の地位の高さと経済的な成功がうかがえる。
一方、PCC 検認記録でしか見られない非常
に珍しい職業も含まれることもわかった。
　マリナーのケーススタディでは、ブリスト
ル市公文書館に残る同業種の検認遺産目録に
比べて、異なる傾向が見られる。これまでブ
リストル地域の検認遺産目録の研究では、教
会文書群の手稿の束である Ecclesiastical 
Cause Papers（ECP）を用いてきた（63）。こ
れは、居住地の外に動産や財産を所有してい

た場合や教区外にたびたび出るなど様々な複
雑な事情を持つものが、上級の教会法廷 
Ecclesiastical Court において手続きを要求
された事例があり、それらが ECP の中に残
されている（64）。そのため、PCC 検認記録と
同じく遺産目録の総額が大きく、多くの家財
が記載されている場合も多く、様々な職業の
実態を見るのに有用な史料である。
　今回ケーススタディをおこなった結果、一
例は奴隷商人で、もう一例はブリストルで客
死したジャマイカを拠点とする商人であった
ことがわかった。これらは、複雑な事情をも
つブリストルの ECP に残された遺産目録に
も見られない事例で、非常に独特である。
PCC の検認遺産目録に残された各業種の中
には、かなり特殊な事情を抱えていた者もい
たといえる。また victualler のケーススタデ
ィからは、18世紀後半にはその大半が酒場経
営を行っていたのに対し、18世紀前半には、
まだ醸造業に専念していた姿も浮かび上がっ
てきた。くわえて、これら 3 例の活字化した
検認遺産目録には、動産から債権に至るまで
詳細に査定され、多くの情報が含まれている。
このように、PCC の検認遺産目録のケース
スタディを行えば、各地域のそれぞれの業種
において見られる傾向と異なるさまざまな事
例が出てくる可能性が高い。
　検認遺産目録を使用して、それぞれの地域
全体の社会経済や社会階層、あるいは品目の
傾向から消費などを体系的に分析する場合、
PCC の史料を除くとオバートンが言うよう
に上位10％に含まれた人々が省かれてしま
い、偏った結果となる可能性がある。その意
味では、とくに18世紀のイギリスの社会経済
を体系的に分析する際には、PCC の検認遺
産目録を含めることが必要と思われる。
　今後の課題であるが、PCC にはブリスト
ルの海事関係の職業の中で当時もっとも多か
ったマリナーの検認遺産目録51例が現在確認
され、そのうち18世紀に12例が現存している。
この12例を中心に活字化し、比較検討してみ
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たい。それにより海港都市ブリストルの発展
と経済活動を支えたマリナーの実像をさらに
明確にしたい。またブリストル市公文書館の
251業種に含まれず PCC のみに残る職業の中
で も 調 香 師 Perfumer、数 学 者 Mathema
tician、菓子職人 Confectioner は、イングラ
ンド全体の検認遺産目録でもほとんど見られ
ない職業で非常に珍しい事例であるため検討
に値すると思われる。それらの遺産目録も活
字化した後に分析し、これまであまり知られ
ることがなかった職業の実像を明らかにした
い。将来的には活字化した部分をイギリスの
各記録協会から出版されているような検認遺
産目録集として成果を公表できればと考えて
いる。

【注】
（※）本稿を作成するにあたりブリストル大

学元講師・シニアリサーチフェローのジョ
ン・ムーア氏より、カンタベリー大権裁判
所検認記録におけるブリストル地域の検認
遺産目録の索引の提供をうけた。またこの
未刊行の索引の本稿への使用にもご快諾を
いただいた。10年以上にわたるご助言・ご
協力に併せて感謝申し上げたい。
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